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基幹病院

現地病院

現地病院
（患者リハビリ実施）

基幹（モニタリング）病院
（専門医・指導医が監視・助言）

診療報酬

遠隔でのリハビリ
患者

「派遣のみでは体
制維持が困難」

「遠くて通えない」

☑外来心リハへの患者アクセス改善
☑地方部の循環器医療提供体制の
維持・充実化

☑心不全の再入院率低下・医療費適正化
（医療需要の抑制）

双方に十分なインセンティブが
あり、遠隔心リハ実施モチベー

ションが向上

患者

専門医

医療機関間の遠隔心リハを
実施可能にし、基幹病院・
現地病院の「両方」に経済
的メリットが生じる仕組みの
構築。

算定要件の緩和
（心大血管疾患リハビリテーション料

× 医療機関間の遠隔心リハの実施・
連携において、診療報酬が算定されず
【業務負担のみで経済的メリットなし】
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